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伐採木を無償提供します 

～ 希望者の受付を開始 ～ 
  

 

  

国土交通省 青森河川国道事務所が管理する河川で伐採した樹木を、
地域の皆様に無償提供します。 
 
 ○提供場所   ： 弘前地区河川防災ステーション（弘前市和田町地内） 
 ○定員・提供量 ： ２０名(先着順) 

１人 1 山(3 立方メートル：軽トラック 2 台分相当) 
 ○申込受付期間 ： 平成 30 年１月 31 日(水) から  
           ※定員に達し次第、受付を終了します。 
 ○引渡期限   ： 平成 30 年 2 月 12 日まで 
           （上記日付までに引き取りに来られる方に限ります。） 
 ○申込先    ： 青森河川国道事務所 藤崎出張所 
 ※詳細につきましては別紙－１，２のとおりです。  

 
【伐採木の無償提供について】 
 当事務所では、河川敷において「河川管理上支障となる」樹木の伐採を計画的に行っておりますが、
伐採を進めていく上で樹木の処分経費（運搬・処分）が大きな負担となっております。 
 本取り組みでは地域の方々に対し、伐採した樹木を無償で提供することで、処分経費は従来に比べ
約２割程度のコスト縮減が見込まれます。また、資源の有効活用、より効果的な伐採計画の実施につ
なげて行くことを目的としております。 
 
 
                         
 
 
 
           
 

           
 
 
 
 
 
                                       
                                      
 
 
 
                     写真  伐採木集積状況(弘前市和田地区)        
 
 

≪発表記者会：青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社≫ 
 

 問 い 合 わ せ 先  

 
    ◎ 国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所    ℡：017-734-4590  
                                  くどう     なおたけ   
                     河川管理課長    工藤 尚武     （内線 331） 
 
      伐採対象地区担当出張所：藤崎出張所     ℡：0172-75-3314 
                                  かとう      とおる 
                   藤崎出張所長    加藤  透 
 



 

別紙－１ 
 
（１）定員・伐採木の状態及び提供量 

２０名（先着順） 
主にニセアカシアの幹を切断済み（直径 10cm～30cm 程度、長さ 1m 程度）の状態

で、１人当たり軽トラック２台相当分(３立方メートル)を提供します。 
 

（２）応募資格 
伐採木を自家消費される方に限定させて頂きます。 
なお、同一世帯からの応募は１件限りとして下さい。 
（氏名、住所、電話番号等から重複応募の判定をさせて頂く場合があります。） 

 
（３）申込方法等 

別紙－２の申込用紙に必要事項を記入の上、直接持参して下さい。 
＊電話・FAX・メールによる申込み受付は行っておりません。 
＊原則として、申込者本人のみの受付とさせていただきます。 
（藤崎出張所でも用紙を用意しております。） 

 
【申込受付期間】 
 平成３０年１月３１日(水)から 
 午前９時から午後５時まで。 

 ※定員に達し次第、受付を終了します。 
 
【申込先・お問い合わせ先】 
 受付場所：国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 藤崎出張所 
 〒038-3802 青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井 36-1 TEL:0172-75-3314 
 ※定員の空き状況のみ、お問い合わせ可能です。 

 
（４）引渡場所 

弘前地区河川防災ステーション（弘前市和田町地内） 
詳細につきましては、お申し込み受付の際に改めてお知らせします。 

 
（５）引渡方法 

各自整然と積み込み、運搬を行って下さい。 
※当方で積込補助は行いません。 

 
（６）引渡期限 

平成３０年２月１２日（月）までに現地に引き取りに来られる方に限らせて頂き
ます。 

 
（７）その他、注意事項等 

①引渡当日はトラック等への積込に適した服装でお越し下さい。 
②引渡場所における積込や運搬の際に生じたケガ、事故等については、当方では一
切責任を負いません。 

③積込の際、過積載を行ってはいけません。 
④申込以降、どの時点でも辞退できます。 
⑤やむを得ない事情により、伐採木の提供を中止する場合があります。 
⑥引き渡し後の伐採木は適切に使用して下さい。 

売買行為、不法投棄は厳に慎んで下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙－１-２ 
引渡場所位置図 
 
 

『この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平 29 東複、第 33 号）』 

弘前地区河川防災ステーション 



別紙－２

（フリガナ）

（ 氏 名 ）

住所

自　宅：

携　帯：

利用目的

出張所記入欄

受付日

搬出予定日

※記入していただいた個人情報は、伐採木無償提供以外の目的では使用いたしません。

伐採木無償提供申込用紙

申込み者氏名

電話番号

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

□軽トラック　□1tトラック　□1.5tトラック　□2tトラック
搬出車両

　まき　・　その他（　　　　　　　　　　 　　　　　　　　）

①提供は１人１山です。(厳守)

②提供を受けた伐採木は、不法投棄や転売などの営利目的で使用しないで下さい。

③提供場所における積込や運搬の際に生じたケガ、事故等については、当方では一切責任を

　負いません。

④積込の際、過積載を行ってはいけません。

⑤積込の際、当方の施設に損傷を与えた場合には原状回復等の措置を求める場合があります。

⑥複数回に分けて搬出される方は自分の名前が分かる看板を自ら作成し山に標示願います。

⑦積込が完了した時点で、その日時を出張所まで御連絡願います。

【お問い合わせ】

青森河川国道事務所 藤崎出張所　Tel.0172-75-3314（平日のみ）
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